
図書館パブリック「テラス」グランドデザイン策定支援業務委託に関する 

公募型プロポーザル実施要領 

 

京都市教育委員会事務局 

生涯学習部施設運営担当 

 
図書館パブリック「テラス」グランドデザイン策定支援業務委託に関する受託事業者の選定に

当たり、公募型プロポーザル方式による企画競争選定を行うため、次のとおり提案を募集する。 

 
１ 委託業務の内容 

（１）件名 

図書館パブリック「テラス」グランドデザイン策定支援業務委託 

（２）委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（３）委託内容 
別紙１「図書館パブリック「テラス」グランドデザイン策定支援業務委託に関する仕様書」

（以下「仕様書」という。）のとおり 
 

２ 契約上限額 

金１５，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 
 

３ プロポーザルの参加資格 

 プロポーザルに参加できる者は、参加表明書を提出した日（以下「申込日」という。）におい

て、以下の事項を全て満たしていること。 

（１）京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されており、京都市から競争入札参加停止措置

を受けていない者（以下「競争入札参加有資格者」という）。なお、（７）による参加の場

合は、この限りでない。 

 （２）参加の申込日から契約締結の日までの期間に、京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１

項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていないこと。 

 （３）本件プロポーザルに参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表

者の委託を受けた者（以下、「代表者等」という。）が、本件プロポーザルに参加しよう

とするほかの代表者等と同一人でないこと。 

 （４）本委託業務を実施するのに必要な運営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力

を有していること。 

（５）本事業の趣旨を十分に理解したうえで委託業務を実施できること。 

（６）国や地方自治体等における図書館に関する構想、計画、その他それに類するものの策定

業務を履行した実績を有すること。ただし、本件公示前１０年以内に業務を完了したも

のに限る。 

（７）共同事業による参加の申込にあっては、以下のア～オの資格要件を全て満たすこと。 

 ア 共同事業体の構成員は、上記（２）～（６）の要件を全て満たすこと。 



 イ 共同事業体の構成員が、競争入札参加資格者以外の者にあっては、次の（ア）～（オ）

に掲げる資格を有し、かつ自己の証明する書類を提出すること。 

 （ア）地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者でないこと。 

 （イ）引き続き１年以上、当該営業を営んでいること。 

（ウ） 次に掲げるものを滞納していないこと。 

a  所得税又は法人税 

b  消費税 

c  本市の市民税及び固定資産税 

d  本市の水道料金及び下水道料金 

  （エ）法令の規定により、当該営業について、免許、許可又は登録等が必要な場合は、当該

免許、許可又は登録を受けていること。 

  （オ）京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する

暴力団密接関係者ではないこと。 

 ウ 共同事業体の代表者は、共同事業体の構成員のうち、競争入札参加資格者の中から選出

することとし、本市の窓口となるとともに、共同事業体の正確な意思伝達を行うこと。 

 エ 共同事業体の全ての構成員は、別の参加者又は別の共同事業体の構成員として、本プロ

ポーザルに参加していないこと。 

 オ 共同事業体の所在地は、共同事業体の代表者の所在地であること。 

 

４ 応募手続等 

プロポーザルに応募するものは、次のとおり、企画提案書等を提出するものとする。（提出先

は、後記「９ 問合せ及び提出先」のとおり） 
（１）提出書類 
   次の書類を提出すること。 

ア 参加表明書（第１号様式） 原本１部 
イ 直近の決算書 原本１部 
  直近３年間の決算書類及び法人税申告書（法人税申告書の別表１、４及び５） 
ウ 会社概要（第２号様式） １０部（原本１部、コピー９部） 
エ 業務実施体制表 １０部（原本１部、コピー９部）【様式は任意】 
  各業務に携わる職員数や組織体制、担当者等を記入すること。 
オ スケジュール（案） １０部（原本１部、コピー９部）） 
  仕様書「７ スケジュール（案）」を基に、現時点で想定されるスケジュールを作成す

ること。 
カ 企画提案書 １０部（原本１部、コピー９部） 

次の（ア）～（ウ）について、Ａ４版用紙片面印刷６枚以内で作成すること。 
（ア）実施方針 

・業務の実施工程 
業務の実施工程を全体がイメージできるように記載すること。 
各工程における業務内容を具体的に記載すること。 

・事業への知識・理解 



事業内容及び目的に関する知識・理解について記載すること。 
・関連事業や構想・計画等との連携・整合性 

グランドデザイン策定に関連する各種事業や構想・計画等との連携や整合性を意識

して記載すること。 
（イ）提案項目 

    ・仕様書の「４（１）グランドデザイン策定における庁内検討項目」で示された項目を

踏まえたグランドデザイン策定に関する、アイディアや提案 
    ・庁内議論を円滑に進めるための工夫や進め方 
    ・策定されたグランドデザインを市民に分かりやすく示すための工夫及び提案 
  （ウ）その他 
    ・表題は、「図書館パブリック「テラス」グランドデザイン策定業務委託に関する企画提

案書」とすること。 
    ・企画提案書等の内容は、見積金額の範囲内で提案者が実現できる内容とすること。 
    ・企画提案書等の内容について、その実現に必要となる追加費用及び別途費用は、すべ

て受託者の負担となるため、仕様書及び契約書の内容を十分に理解したうえで提案す

ること。 
キ 見積書及び経費内訳書 １０部（原本１部、コピー９部） 
（ア）見積書 

      本業務委託に要するすべての経費を積算すること（消費税及び地方消費税を含む）。 
  （イ）経費内訳書 
      見積書に記載した経費の内訳を単価、工数（人、日）その他必要な経費の区分が分

かるように記載すること。 
  （ウ）その他 
     a 見積書には、所在地、商号又は名称及び代表者名を記載したうえ、使用印鑑を押印

すること。 
     b 本市が示した契約上限額を上回る価格で見積書を提出したときは、失格とする。 

 
ク 参加資格を証明する書類【共同事業体の構成員のうち競争入札参加資格者以外の者のみ】 

各原本１部 
    ・登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本（法人の場合のみ） 
     ※申請日前３箇月以内に発行のもの（原本） 
    ・印鑑証明書 
     ※申請日前３箇月以内に発行のもの（原本） 
    ・納税証明 
     ※申請日前３箇月以内に発行のもの（原本） 

・調査同意書（水道料金・下水道使用料）（第３号様式） 
 ※本市内に事業所等を有しないものは提出不要。 
・使用印鑑届（第４号様式） 
・誓約書（第５号様式） 

 ※１ 競争入札参加有資格者は、クの提出は不要。 



 ※２ 共同申込の場合はア～ウ、キ、ク（※該当する場合のみ）について、代表事業者が各構

成員分も取りまとめたうえで提出すること。 
（２）提出期限  

  令和８年４月２７日（月）１７時（必着） 
  ※持参の場合は午前９時から午後５時まで（土・日・祝日除く） 
   なお、火曜日に持参される場合、事前に生涯学習部施設運営担当（075-801-8822）に

連絡すること。 
  ※期限を過ぎた場合は、いかなる理由であっても受け付けない。 

（３） 提出方法 
持参又は郵送（提出期限内必着で書留郵便に限る。）により提出するものとする。 

（４）その他 
ア この公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
イ 失格となる企画提案書等 

企画提案書等が、次の事項に該当するものは、失格となる場合がある。 
なお、失格となった場合は、別途通知する。 

（ア）提出期限、提出先及び提出方法に適合しないもの 

（イ）指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの 

（ウ）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

（エ）虚偽の内容が記載されているもの 

ウ 制約事項 

（ア）提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

（イ）提出された書類は、事業者の選定以外には、提案者に無断で使用しない。 

（ウ）提出された書類は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成す

ることがある。 

（エ）提出された書類は、提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 

（オ）提出された書類は全て返却しない。 

 

５ 本件に対する質問期限及び回答 

（１）質問期限   
   令和８年４月２０日（月）１７時（必着） 

 ※ 質問期限後の質問は、一切受け付けない。 
（２）質問方法 

後記「９ 問合せ及び提出先」に「質問票（第６号様式）」を用いて、電子メールで問い合

わせることとし、面談又は電話での質問は一切受け付けない。 
（３）回答日及び回答方法 

令和８年４月２２日（水）午前中までに、ホームページにおいて掲載する。 
 
 
 
 



６ 審査方法及び審査基準 

  受託候補者の選定については、以下の通り行う。 
（１） 選定方法 

  ア 作成、提出された企画提案書等の確認及びヒアリングにより評価し、下記（３）に掲げ

る審査項目について庁内に設置する選定委員会において審査する。 

イ 応募事業者からの提出書類の内容に対し、評価点 60点を満たす第１順位の提案を行った

者を受託候補者として選定するものとする。ただし、最高点の者が複数者いる場合は、提

案金額の安価な者を受託候補者とする。 

ウ 受託候補者は特別の理由がない限り、契約交渉の相手方に決定する。 

エ このほか、評価点を満たした場合でも本業務の履行に支障があると認められる場合にお

いては、受託候補者として選定しないことがある。 

オ 最優秀提案者の評価点が、60点以下の場合は採択しない。 

カ 審査結果についての異議は受け付けない。 

（２） ヒアリング日程 

  令和８年４月下旬～５月上旬頃を予定しております。詳細の日時・場所については別途通知

します。なお、ヒアリング時の資料の追加提出は受け付けません。 

（３） 評価項目・評価基準 

評価項目 評価基準 

１ 会社概要及び実績（配点 20 点） 

 (1) 会社概要（10点） 類似業務の実績を有しており、本事業の受託者として、十

分な実績を備えている。 

(2) 提案能力（10点） 提案内容を分かりやすく伝え、本市の質問に適切かつ誠実

に答えている。 

２ 業務計画・実施体制（配点 20 点） 

 (1) 業務計画（10点） 【計画性】委託業務遂行にあたり、現実的な計画が明記さ

れている。 

【リスク管理】委託業務の実施に当たり、計画に何らかの

支障又は変更が生じた場合の対応策が提案されている。 

【追加提案】その他、業務計画に関して追加提案がされて

いる。 

(2) 実施体制及び運営 

（10 点） 

【組織体制】委託業務の事務処理及びその業務量が具体的

に検討され、現実的な組織体制が示されており、業務遂

行にあたり適正な要員配置がなされている。 

【調整力】業務遂行に当たり、関係各所との調整を丁寧か

つ円滑に行える体制が示されている。 

【進捗管理】安定的かつ円滑に委託業務が実施できるよ

う、進捗管理の方法等が検討され、示されている。 

【意思疎通】本市の方針や達成すべき目標と、具体的な事

務処理方法を理解するための本市との意思疎通の手段



が具体的に検討されている。 

【リスク管理】委託業務の実施に係る運営上生じる問題や

リスクが検討されている。 

【追加提案】その他、実施体制及び運営に関して追加提案

がされている。 

３ 実施方針（配点 20 点） 

 (1) 実施方針①（10 点） 【明確性】業務の実施行程が明確かつ分かりやすく示され

ている。各工程における業務内容が具体的に示されてい

る。 

【妥当性】事業内容及び目的達成に向けた妥当な提案がな

されている。 

(2) 実施方針②（10 点） 【知識・理解】事業内容及び目的に関する知識や理解が示

されており、それらを踏まえた提案がなされている。 

【俯瞰力】グランドデザイン策定に関連する各種事業や構

想・計画等との連携や整合性を意識し、広い視野を持った

提案がなされている。 

４ 企画提案内容について（配点 30 点） 

 (1) 提案項目①（10 点） 本市が策定予定のグランドデザインの検討項目を踏まえ

た、的確で現実的なアイディアや提案がなされている。 

(2) 提案項目②（10 点） 庁内議論を円滑に進めるための工夫や進め方が示された、

提案である。 

(3) 提案項目③（10 点） 策定されたグランドデザインを市民に分かりやすく示す

ための創意工夫がなされた提案である。 

５ 費用見積額（配点 10 点） 

 費用見積額（価格点） 価格点＝（最低入札価格／入札価格）×１０点 

※小数点第２位で四捨五入して算出する。 

※入札価格が委託上限額を超過している業者については、

提案が優れていても採用しない。 

総合評価１００点（１＋２＋３＋４＋５） 

最低選定基準点は６０点（最高点の６割）とし、当該基準を上回った者の中から選定する。 

（４） 採点基準 

ア 会社概要（10点） 

（ア）自社における業務履行実績 

判定 評価 配点 
Ａ 類似案件の実績が３件以上 5 点 
Ｂ 類似案件の実績が２件 2.5 点 
Ｃ 類似案件の実績が１件 0 点 

   

 



（イ）会社所在地 

判定 評価 配点 
Ａ 京都市内に本社、本店、支社、支店、営業所等がある 5 点 

Ｂ 
京都市を除く関西圏（京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、

奈良県、和歌山県）内に本社、本店、支社、支店、営業

所等がある 
2.5 点 

Ｃ その他の地域に所在する 0 点 
 ※共同事業体においては、代表企業の所在地で採点する。 

イ 提案能力（10点） 

（ア）企画書の構成 

判定 評価 配点 
Ａ 企画書の構成が、簡潔で非常に理解しやすい内容である 5 点 
Ｂ 企画書の構成が、一般的で理解できる内容である 2.5 点 
Ｃ 企画書の構成が、複雑で理解しにくい内容である 0 点 

（イ）ヒアリング 

判定 評価 配点 

Ａ 
提案内容を非常にわかりやすく伝えられており、本市か

らの質問にも適切かつ誠実に答えられている。 
5 点 

Ｂ 
提案内容をわかりやすく伝えられており、本市からの質

問にも適切かつ誠実に答えられている。 
2.5 点 

Ｃ 
提案内容の説明が不十分で、本市からの質問にも適切に

答えられていない。 
0 点 

 

ウ 業務計画・実施体制及び企画提内容 

「業務計画・実施体制」及び「実施方針」「企画提案内容」については、以下の６段階で

評価する。 

判定 評価 配点 
Ａ 非常に優れている 10 点 
Ｂ 優れている 7.5 点 
Ｃ 概ね妥当である 5 点 
Ｄ 不十分な点がある 2.5 点 
Ｅ 評価すべき点がない 1 点 

Ｆ 記述がない、又は記述に具体性がない 0 点 
評価 評価の目安 

非常に 
優れている 

a 要求水準を超える、極めて効果的な提案が具体的になされている。 

b 業務の実施方針等の記述が具体的で、説得力が極めて高い。 

c 市が加点要素として想定している具体的な記述が際立って多くある。 



優れている 
a 要求水準を超える、効果的な提案が具体的になされている。 

b 業務の実施方針等の記述が具体的で説得力が高い。 

c 市が加点要素と想定している具体的な記述がある。 

概ね 

妥当である 

a 要求水準を満たす、提案がなされている。 

b 業務の実施方針等の記述が概ねなされており、説得力がある。 

c 市が加点要素と想定している記述がない。 

不十分な 
点がある 

a 提案内容の一部において、要求水準に満たず、不十分である。 

b 業務の実施方針等の記述はあるが、説得力がない。 

評価すべき

点がない 
a 提案内容が、要求水準を満たしていない。 

b 業務の実施方針等の記述が少なく、説得力がある提案になっていない。 

※ 提案書作成の条件を大きく逸脱している場合は、評価しないことがある。 
 

（５） その他 

ア 審査の結果、いずれの応募者も選定しないことがある。 

イ 参加者が１者のみであっても、プロポーザルが成立することとし、審査・選定を行う。 

 

７ 受託者の決定 

（１）審査結果の通知及び公表 
令和８年５月８日（金）までに、選定結果及び評価点等を本市ホームページにて公表する

とともに、参加者全員に文書で通知する。 
（２）受託者の決定 

受託候補者と協議し、仕様等契約内容について合意した場合は、契約を締結する。 
なお、受託候補者（第一交渉権者）と協議し、合意しなかった場合は、次順位の交渉権者

を新たな受託候補者として協議を行う。 
８ 契約に関する基本的事項 

  受託者との契約においては、次の事項を基本とする。 

（１）契約金額 

契約金額は、受託候補者の提示価格に基づき、受託候補者と協議のうえ決定する。 

（２）契約内容 

契約内容は、仕様書、企画提案書等の内容に基づき、受託候補者と協議のうえ決定する。

ただし、提案内容は、実現を確約したものとみなす。 

（３）契約期間 

契約の期間は、契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

（４）特約事項 
 企画提案内容の実現に必要な追加費用及び別途費用は、全て受託者の負担とする。 

（５）再委託の禁止 
受託者は、本市の承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この

契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならな

い。 



（６）契約保証金 
免除する。 

（７）成果物の納入及び委託料の支払 
受託者は、成果物を本市に納入する。本市は、成果物について検査を行い、検査に合格し

た成果物の引渡しを受けたときは、受託者の請求により、委託料を支払う。 
（８）進捗管理 

本市は、適宜、進捗状況について評価を行う。その結果、契約の目的を達成することがで

きないと判断したときは、途中で契約を解除することができる。ただし、利用可能な成果物

があるときは、その成果物を検査のうえ、検査に合格した成果物の引渡しを受けることがあ

る。そのときは、その成果物に相応する委託料を支払うものとする。 
（９）選定後の準備 

   選定された受託候補者は、業務委託の開始時までに、委託業務の実施方法の詳細について

本市と協議のうえ、必要な準備を完了するものとする。 
 
９ 問合せ先及び提出先 

〒６０４－８４０１ 

京都市中京区聚楽廻松下町９－２ 生涯学習総合センター（京都アスニー）４階 

京都市教育委員会事務局生涯学習部施設運営担当 担当：（山内） 

電 話：０７５－８０１－８８２２ 

ＦＡＸ：０７５－８０１－８８４２ 

メール：shisetsu@edu.city.kyoto.jp 

 

１０ スケジュール 

日時 内容 

令和８年４月６日 公募開始 

令和８年４月２０日（午後５時まで） 質問受付締切（４月２２日午前中までに回答） 

令和８年４月２７日（午後５時まで） 受付締切 

令和８年４月下旬～５月上旬 ヒアリング審査 

令和８年５月８日頃 受託者決定 

令和８年５月中旬（予定） 契約締結（業務委託開始） 

  ※ スケジュールは大体のものであり、状況により前後する可能性がある。 

mailto:shisetsu@edu.city.kyoto.jp
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１ 仕様書について 

  本仕様書は、本市が業務を所管する「図書館パブリック「テラス」グランドデザイン策

定支援業務委託」（以下「委託業務」という。）について、その委託の範囲及び要件等を定

めるものである。 

  なお、本仕様書において、本市を甲とし、受託者を乙とする。 

 

２ 委託業務に係る基本的な考え方及び留意事項等 

  以下の基本的な考え方を踏まえて、委託業務を遂行する。 

（１）運営計画 

   乙は、甲と協議し、委託業務を実施する前に運営方法及び日程について計画書を作成

し、甲乙双方の認識や方針に齟齬がないよう配慮するとともに、その計画書を基本とし

て委託業務を運営する。 

（２）業務管理 

   乙は、業務委託に係るモニタリングを行い、常に業務の実施状況を把握し、遺憾なく

業務を遂行するため、十分な体制のもとで現実的な計画を立て、適宜、適切な措置を講

じる。 

   また、乙は、モニタリング結果とその結果に基づいて講じようとする措置について甲

に報告するとともに、必要に応じて甲と協議して決定する。 

（３）守秘義務 

  ア 乙は、委託業務の遂行に当たり、地方公務員法第３４条の「守秘義務」規定及び「京

都市個人情報保護条例」を理解し、業務上知り得た情報や個人情報（特定個人情報を

含む。以下同じ。）の不適切な使用、紛失、流出等が、信用失墜につながる重大な行為

であると認識すること。また、乙は、その認識のもと、情報の厳格な管理及び適切な

運用のために必要な万全の体制を整備し、これを維持する。 

  イ 乙は、委託業務遂行上、何らかの事故や不適切な事務処理等により、情報の漏洩又

は漏洩の可能性が生じた場合、直ちに甲に報告し、必要に応じて甲の指示に従い対応

するものとする。 

    なお、この場合に生じた費用は、すべて乙が負担することとする。 

    また、乙は、事実を明らかにした報告書を遅延なく甲に提出することとする。 

（４）業務にかかる習熟と円滑な事務運営 

   乙は、適切で丁寧な対応ができるよう、委託業務の習熟を実現するとともに、情報や

認識を共有し、また、必要に応じて関係機関へ連絡、確認し、その経験や知識を共有す

るなどして対応の標準化を図るなど、組織的に委託業務にかかる品質の向上に努める。 

（５）権利の帰属  

   本業務の実施により得た成果物の権利は、甲に帰属する。 

（６）再委託等の禁止 

   乙は、甲の承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契

約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはなら

ない。 

（７）業務遂行に係る甲への報告等 

   委託業務の遂行に当たり、不適切な事務処理や事故及び業務遂行に際し遅延が生じた
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又は生じる見込みとなった場合、その他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに甲へ報告

し、協議すること。 

   また、前述の場合のほか、個人情報を保護することができなかったことに伴い生じた

損害（第三者に及ぼした損害に含む。）については、すべて乙が責を負うこととする。場

合によっては、甲は契約の一部不履行、粗雑履行として契約金額の減額、契約の解除の

措置をとるとともに損害賠償を請求することがある。 

（８）仕様書に記載のない事項 

   本仕様書に記載のない細部事項又は本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、甲

と乙が協議のうえ決定するものとする。ただし、協議が整わない場合、甲が決定するも

のとする。 

  

３ 契約期間 

  契約期間は、契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

   

４ 事業の背景・目的 

今日の図書館機能として、自宅や職場、学校以外の居心地のよい第三の居場所、いわゆ

る「サードプレイス」としての機能など、単に本を借りるだけに留まらない新たな機能が

求められており、これから必要となる図書館の役割や求められている市民ニーズを踏まえ

た新しい図書館の在り方を検討していく必要がある。 

令和 7 年度は「LIB×LAB（リブ・ラボ）プロジェクト」1st ステージとして、市民意識調

査や空間創出事業を実施し、新しい図書館の在り方を検討するための様々な市民ニーズを

収集した。 

この度、こうした事業の効果検証を活かすとともに、大学図書館や私設図書館、まちラ

イブラリーや子ども文庫の他、他の文化施設や公共空間との連携も視野に入れ、これから

の京都に必要な図書館の在り方、さらには図書館と連携・複合化させていく要素も盛り込

みながら、市内全域での図書空間の在り方を示した「図書館パブリック「テラス」グラン

ドデザイン」（以下、「グランドデザイン」という。）を策定する。 

なお、グランドデザインの策定にあたっては、まちづくりや文化施設をはじめとする公

共施設の在り方に関する視点など、単に既存図書館の再編・整備の考え方などを示す構想

に留まらない、まちの全体像と各エリアにおけるまちづくりに関する幅広い視点から検討

を行うため、庁内に設置する局横断的なプロジェクト会議を中心に検討を進める。 

（１）グランドデザイン策定における庁内検討項目 

  本委託業務で検討していくグランドデザインについて、庁内に設置する局横断的なプロ

ジェクト会議において、以下の項目を軸にして検討を進めていく。なお現時点で想定する

内容である点に留意すること。 

 ア 京都市図書館の機能分担、再整備、集約化の方向性 

イ 市内の各エリアの「学び」と「交流」の場の将来像を示すとともに、多様な公共施設・

公共空間、施策との連携や複合化、特色化 

ウ 図書館を軸にしたまちづくり 

 エ 上記ア～ウをまとめつつ、視覚的にわかりやすくまとめた市内全域マップ 
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（２）関連計画・事業等 

ア 関連計画等 

（ア）京都基本構想 

（イ）新京都戦略 

イ 先行調査として実施した事業 

   以下の事業は、本グランドデザイン策定の基礎とするために令和７年度に実施したも

のである。 

（ア） 京都市の新しい図書館構想に関する市民意識調査 

（イ） 京都市図書館における居心地の良い空間創出に係る試行実施 

ウ 先行事例として進める事業 

   以下の事業は、本グランドデザインの先行事例として実施するものである。 

（ア） 山科駅前遊びと学びの拠点複合施設整備（仮称）（令和７年度～） 

元ラクト健康・文化館への山科図書館の移転・機能充実及び大型の屋内遊び場を併設

するもの。 

（イ） サードプレイスプランの実施（令和８年度） 

令和７年度の試行実施で得た市民ニーズや新しい図書館の可能性を踏まえ、各図書館

の特色も活かしながら「居心地の良い空間づくり」を実施するもの。 

（ウ） 区役所庁舎等における公共空間のアップデート（令和８年度） 

令和７年度に行った、図書館と区役所とが連携した取組成果を基に、西京図書館と西

京区役所、洛西図書館と洛西支所がそれぞれ連携して公共空間をアップデートするもの。 

 

５ 委託業務 

   乙は、グランドデザイン策定支援にあたり以下の業務を実施する。 

（１）庁内プロジェクト会議支援 

  乙は甲の指示に従い、グランドデザイン策定にあたり実施する庁内プロジェクト会議に

出席し、論点を整理するとともに、必要に応じて助言を行う。 

（２）情報整理・収集 

乙は甲の指示の下、グランドデザイン検討に必要な先行事例等の調査を行い、甲に提示

する。その他、乙は甲から提供を受ける以下の資料について、精査のうえ、グランドデザ

インに反映させていく。 

・ 令和７年度に実施された「京都市の新しい図書館構想に関する市民意識調査」及び「京

都市図書館における居心地の良い空間創出に係る試行実施」で得られた結果 

・ その他、検討に必要な資料 

（３）市民ニーズの把握 

  グランドデザイン策定にあたり必要となる市民ニーズを把握するため、ワークショップ

の実施及び、パブリックコメント実施の支援を行う。なお、ワークショップについては最

低４回実施することとし、参加者の募集・選定、会場の確保は甲において行う。 

（４）グランドデザイン策定支援 

上記（１）～（３）で得られた情報、事例及び本市の意向を整理するとともに、本市の

各種構想・計画等との整合性を図り、４（１）で示した検討項目について、甲と協議のう
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えグランドデザイン案を作成する。 

（５）グランドデザイン素案及び市民に分かりやすく示すための冊子作成 

グランドデザインの内容を、写真やイラスト等を用いるとともに、市内の各エリアのイ

メージをマップ上で示すなど、市民に分かりやすく示す冊子を作成する。 

（６）図書館再整備方針の検討支援 

  ５（４）で示した図書館の姿を実現していくにあたって、優先して再整備に取り組むこ

とが想定される施設の基本的な方針を検討するとともに、再整備ロードマップ案を作成す

る。 

（７）甲との打合せ等（適宜） 

 

６ 納入成果物 

（１） 成果物は以下の２点を納入すること。 

ア グランドデザイン素案 

  納入方法：電子データにより納入すること。納入する際のデータ形式については甲と協

議のうえ決定する。 

納期：令和８年８月下旬まで 

イ グランドデザイン冊子 

  納入方法：電子データにより納入すること。納入する際のデータ形式については甲と協

議のうえ決定する。 

  納期：令和９年２月頃まで（予定） 

（２） 成果物の権利は、甲に帰属する。また成果物作成にあたり権利許可を得る必要がある

場合は、乙においてこれを行う。 

（３） 業務完了後１５年は乙において成果物の電子データを保存する。 

（４） 乙は、成果物を複写又は複製し、第三者に提供してはならない。ただし、事前に甲の

書面による同意を得た場合はこの限りではない。 

 

７ スケジュール（案） 

令和８年５月中旬 委託契約締結 

８月下旬 グランドデザイン素案提出 

令和９年２月頃  グランドデザイン冊子提出 



 

                          契約 №  

 

委 託 契 約 書 
 

１ 委託業務等名 図書館パブリック「テラス」グランドデザイン策定業

務 

 

 

２ 委託料                          円 

          （うち消費税及び地方消費税相当額          円） 

３ 履行期間              契約日から 

              令和９年３月３１日まで 

 

４ 契約保証金  

 

 

  発注者及び受注者は、上記事項及び裏面の条項により契約を締結する

ものとし、この契約書２通を作成して、各自１通を保有する。 

 

         年   月   日 

 

      京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 

発注者 京都市 

          代表者 京都市長   松  井  孝  治    印 

 

受注者 住所 

       名称又は氏名                       印 

別紙２ 



（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、表記記載の業務の委託契約に関して、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書、図面その他の関

係図書（別に発注者が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。）に従い、日本国の法令を遵守し、誠実に義務を履行しなけれ

ばならない。 

２ 受注者は、この契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。 

３ この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

４ この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

５ この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるとこ

ろによるものとする。 

６ この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法及び商法の定めるところによるものとする。 

７ この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

（契約の履行） 

第２条 受注者は、表記の契約金額をもって、表記の履行期間について、表記の委託業務等を誠実に遂行しなければならない。 

（委託業務の中止等） 

第３条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務等の中止、委託業務等の内容の変更又は履行期間の伸縮を行うことができる。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に対して契約の解除を求めることができる。 

（検査の実施） 

第４条 発注者は、この契約による委託業務等の遂行に関し、検査を行うことができる。 

２ 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。 

３ 受注者は、第１項に規定する検査に合格しないときは、当該委託業務等を中止し、又は業務の改善を行わなければならない。 

 この場合において、これに要した費用は、受注者の負担とする。 

４ 前３項の規定は、前項の規定により委託業務等を改善する場合について準用する。 

（契約金額の減額） 

第５条 発注者は、前条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定による検査を行った結果、契約の内容に適合しない

程度が軽微であり、かつ業務等の継続に支障がないと認めるときは、契約金額から相当額を減額のうえ、これを不合格としないこと

がある。 

（遅延損害金） 

第６条 受注者は、自己の責めに基づく理由により委託業務等を中止し、又は中断するときは、遅延損害金として、業務を行わなかっ

た日１日につき契約金額の１,０００分の１に相当する金額を発注者に納付しなければならない。ただし、既に一部の委託業務等を履

行しているときは、その部分に相当する金額を控除して算出した金額とする。 

２ 前項の日数の計算に当たっては、第４条第１項の規定による検査に要した日数は、算入しない。 

３ 第５条の規定により減額された場合における遅延損害金の計算は、同条の規定により減額された後の金額によるものとする。 

（損害の負担） 

第７条 この契約に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過

失により生じた損害については、この限りでない。 

（契約の解除） 

第８条 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、契約を解除することができる。 

 ⑴ 委託業務等の誠実な遂行ができる見込がないとき。 

 ⑵ 正当な理由がないのに委託業務等を中止し、又は誠実な遂行をしないとき。 

 ⑶ 契約の締結に当たり、不正の行為があったとき。 

 ⑷ 委託業務等の遂行に当たり、正当な理由がなく発注者の指示に従わなかったとき。 

 ⑸ 履行期間が終了するまでに、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者になったとき。 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、契約条件に著しく違反したとき。 

２ 受注者は、前項の規定により契約の解除があったときは、発注者にその損失の補償を求めることができない。 

３ 発注者は、第１項の規定により契約を解除した場合において、既に一部の委託業務の遂行があったときは、その部分に相当する額

を支払うことができる。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、総価契約にあっては契約金額の１０分の１に相当する額を、単価

契約にあっては契約単価に予定数量を乗じて得た金額の１０分の１に相当する額の範囲内で違約金として受注者に請求することがで

きる。 

 ⑴ 前条第１項の規定によりこの契約が解除された場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により選任された破産管

財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により選任された

管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により選任された

再生債務者等 

第１０条 発注者は、第８条第１項各号に掲げる場合のほか、委託業務等の履行期間が終了するまでに、必要があると認めるときは、

契約を解除することができる。 

２ 第８条第３項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 

３ 発注者は、第１項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならな

い。 

（義務の履行の委託の禁止等） 

第１１条 受注者は、発注者の文書による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第

三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。 

（契約金額の支払） 

第１２条 発注者は、委託業務等の終了の後、受注者からの適法な支払請求書を受理したときは、30日以内に受注者に当該請求金額を

支払わなければならない。 

２ 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により前項の規定による支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府

契約の支払遅延防止等に関する法律第８条の規定による割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 



（物件の調達等に関する禁止事項） 

第１３条 受注者は、この契約に係る競争入札に参加した他の者（以下「非落札者」という。）から契約の履行に必要な物件（受注者の

商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。）又は役務を調達してはならない。ただし、受注者が、非落札者以外の者を経由して

非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得な

い事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部の提供を受ける必要があるため、あらかじめ文書による発注者

の承諾を得たときは、この限りでない。 

（紛争の解決） 

第１４条 この契約に関し、発注者と受注者との間で紛争が生じたときは、発注者及び受注者は、協議のうえ第三者を調停人に選任し、

当該調停人のあっせん又は調停により解決を図るものとする。 

２ 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者及び受注者がそれぞれ負担する。 

（個人情報の取扱い） 

第１５条 受注者は、この契約の履行に関し、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例

を遵守しなければならない。 

（補則） 

第１６条 この契約書に定めがない事項については、京都市契約事務規則及び関係法令によるほか、発注者と受注者とが協議して定め

る。 



特 記 事 項 
 

（受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権） 

第１条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 

⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。 

ア 独占禁止法第４９条に規定する排除措置命令が確定したとき。 

イ 独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令が確定したとき。 

⑵ 刑法第９６条の６の罪について受注者（受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従

業者。次号において同じ。）に対する有罪の判決が確定したとき。 

⑶ 刑法第１９８条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。 

２ 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合（受注者の履行が完了

するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。）の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。 

（受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償） 

第２条 受注者がこの契約に関して前条第１項第１号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、か

つ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額の１０分の２に相当する額を賠償金とし

て発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号

に該当するときは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３ 第１項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又

は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者

は、連帯して支払わなければならない。 

４ 第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分につい

て受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 

（受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権） 

第３条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者）が次の

各号のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。 

⑴  京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者であるとき。 

⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を

締結したとき。 

⑶  受注者が、第１号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（前号に該当する

場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。  

２ 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額の１０分の１

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

４ 第１項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又

は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者

は、連帯して支払わなければならない。 

（不当介入の場合の報告書の提出等） 

第４条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受け

たときその他の不当な介入（以下「不当介入」という。）があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察本

部長に対して報告書を提出しなければならない。 

２ 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対

して被害届を提出しなければならない。 

３ 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行

期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。 

（消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更） 

第５条 消費税法の改正等によって消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を

行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変

動が生じない場合は、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 


